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≪局面を変えていく2024年度診療報酬改定の背景とポイント≫ 

■ 診療報酬本体：プラス0.88％改定、全体：▲0.12％改定

2023年12月20日、厚生労働大臣と財務大臣の大臣折衝により、2024年度の診療報酬改定率が決定し、

診療報酬本体は0.88％のプラス改定になりました。 

各科改定率は、医科 ＋0.52％、歯科 ＋0.57％、調剤 ＋0.16％です。 

これには40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事す

る者の賃上げに資する措置分（＋0.28％程度）が含まれます。 

さらに、①看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げ等に＋0.61％（2024 年度にベア 

＋2.5％、2025年度にベア＋2.0％につなげる）、②入院時の食事基準額を１食当たり30円（低所得には

別途配慮）引上げて＋0.06％、③生活習慣病を中心とした管理料や処方箋料等の再編等の効率化・適正

化 により▲0.25％も含まれます。 

一方、薬価等は▲1.00％（薬価▲0.97％、医療材料▲0.02％）の引き下げになります。 

診療報酬本体の＋0.88％は、前回改定の＋0.43％と比べれば倍増にあたります。一方、薬価等の改定

率は1.00％の引下げで、全体改定率は▲0.12％になります。 

2023年度の医療費は48兆円（予算ベース）になっており、今後も高齢者の増加に伴って診療報酬改定

率が0％であっても、自然増が発生することから2024年度は8800億円も増加する見込みであるため、全

体改定率を▲0.12％とするほか、長期収載品と後発医薬品の価格差の一部（4 分の 1）を選定療養の仕組

みを活用して患者負担とするという、後発医薬品の使用促進に向けた新たなアプローチが開始されます。 

今回の改定は、物価の高騰や 30 年ぶりの高水準にある賃上げなどデフレからインフレ局面に変化する

社会の経済情勢を眺めつつ、2030年代前半から団塊の世代が85歳を迎える一方で、既に減少に転じてい

る生産年齢人口の減少が加速することから、顕著な働き手不足が発生するほか、誤嚥性肺炎や尿路感染

症等の高齢者特有の軽症・中等症の救急搬送増への対応が急務になります。 

そのため、報酬改定の背景として、医療介護総合確保方針（地域包括ケアシステム）、第 8 次医療計

画（地域医療構想、病床機能報告、外来機能報告）、第 9 期介護保険事業（支援）計画、医療保険制度

改革など、医療と介護に関わる政策・制度の改革が次々に実施されています。 

医療介護総合確保方針では、「治す医療」と「治し、支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確

化する医療提供体制を意識したポスト 2025 地域医療構想体制へのシフトする方向です。また、看護職員

等医療従事者の働き方改革支援、情報共有基盤の構築に向けた医療 DX の推進、ICT を用いた医療・介

護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応など、総合的な医療提供体制改革に向けて、

2024 年度改定が起点となる模様です。正に、従来とは局面が変わっていくターニングポイントの改定と

言えます。 

見直しの内容は、急性期から慢性期まで患者の状態に応じた病床機能の評価、高齢者特有の急性疾患

への対応、地域包括ケア病棟における看護職多配置の評価、ＤＰＣ／ＰＤＰＳ制度、リハビリテーショ

ンの評価、生活習慣病の評価、訪問看護 ST 等における特定行為研修修了者の配置の評価、バイオ後続品

の使用促進等による薬剤費の抑制など、例年以上に深く幅広い改定が実施されます。 

今号のHospital Reviewでは、医療と介護の同時報酬改定に向けた意見交換会の概要と、12月11日開

催の社会保障審議会医療部会及び社会保障審議会医療保険部会において、決定しました「令和６年度

（2024 年度）診療報酬改定の基本方針」に沿って、病院にとってポイントとなる項目について予測も含

めた解説を行います。 



HOSPITAL Review 2023年 12月 20日 0090号 

2/11 

■ 同時報酬改定に向けた意見交換会
言うまでもなく、2024 年度診療報酬改定は、６年に一度の介護報酬及び障害福祉報酬との同時改定の

年です。そのため、2023 年 3 月から 5 月にかけて、診療報酬改定の事務局業務を担う厚生労働省保険局

医療課と、介護報酬改定の事務局業務を担う厚生労働省老健局老人保健課が中心となって「令和６年度

の同時報酬改定に向けた意見交換会」が開催されました。 

この意見交換会のテーマは以下のとおりです。 

1. 地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携

2. リハビリテーション・口腔・栄養

3. 要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療

4. 高齢者施設・障害者施設等における医療

5. 認知症

6. 人生の最終段階における医療・介護

7. 訪問看護

 ※上記の資料・議事録はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_422054_00002.html 

意見交換会では、医療・介護連携の在り方として、一方向からだけの情報提供・閲覧でなく、患者／

利用者の現状、課題、目標、計画などを共有することの大切さがあげられ、ICTを用いるなどの効率化を

図りつつ、医療と介護の情報連携の推進が欠かせません。その他にも、介護保険施設における高齢者医

療の在り方などが議論の俎上にあげられました。 

■ 物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえ

た対応が改定の柱

2024 年度改定は、これまでの制度改定の流れを汲みつつ、物価高騰・賃金上昇、経営状況、人材確保、

患者負担・保険料負担の影響を踏まえながら、ポスト 2025 年のあるべき医療・介護の提供体制を睨みつ

つ、DX化等の流れも取り入れて効果的・効率的を図る方向です。 

また、診療報酬改定 DX の推進の一環として、保険医療機関や保険薬局等やシステムベンダの集中的な

業務負荷を平準化させるため、6月1日施行となります。これまでベンダごとに作成していたマスタを国

が作成し、各社に配布することで、集中的な業務負荷を軽減するとともにコストの削減を図り、同時に

医療機関のコスト軽減に繋がるようにすることが狙いの一つにあります。 

■ 2024年度診療報酬改定の基本方針と予測
改定率に先立って、12月11日に決定した「2024年度診療報酬改定の基本認識と基本方針」のと基本的

視点と具体的方向性の例に添いつつ、これまでの中医協・総会や入院・外来医療等の調査評価分科会で

の議論を基に、筆者の私見で改定の内容の予測を列記してみます（注：あくまで12月14日時点における

私見であるため、今後の議論によって変更される可能性が高いものが含まれています）。 

2024年度診療報酬改定の基本方針における基本認識は以下の4つになっており、1つ1つのセンテンス

に様々な思いが込められているように感じられます。例えば、「社会保障制度の安定性・持続可能性の

確保、経済・財政との調和」は、生産年齢人口減少に伴って保険財源が困難になっていく中、制度の持

続に向けて、日本経済の発展とともに国や地方公共団体が行う経済活動が調和する必要性が欠かせない

ことを示し、医療保険が経済活動と無縁でないことを認識させる文章になっています。 

＜基本認識＞ 

▶ 物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえた対

応

▶ 全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応な

ど医療を取り巻く課題への対応

▶ 医療DXやイノベーションの推進等による質の高い医療の実現

▶ 社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_422054_00002.html
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＜基本的視点と具体的方向性の例を踏まえた上での予測される内容＞ 
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上記にはあまり出ていませんが、DPC/PDPS についても、毎月の退院患者データ数が一定の基準に満た

ない医療機関に対して低い基礎係数を設定することや、点数設定方式の算定ルールの大規模な見直し、

保険診療係数の廃止、効率性係数の大幅見直し、救急医療係数の再整理なども検討が進められています。 

 2012 年度のプラス 1.379％、2014 年度のプラス 0.73％以来、久しぶりの 1％近い改定率を受けて、今

回は大掛かりな改定が実施されようとしています。 

■ 将来を見据えた課題
基本方針には 2024 年度改定以降の課題として、下記のように引き続き様々な医療・介護等の政策と連

動しながら安心・安全で質の高い医療サービスを評価していくことが掲げられています。 

参考：社会保障審議会医療部会/医療保険部会「2024年度診療報酬改定の基本認識と基本方針」 

   https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001177120.pdf 

株式会社仲野メディカルオフィス 代表取締役 仲野 豊 

https://friendly-field.jp/ 

将来を見据えた課題 

○ 我が国の医療制度が直面する様々な課題に対応し、持続可能な「全世代型社会保障」を実現するためには、診療報

酬のみならず、医療法、医療保険各法等の制度的枠組みや、国や地方自治体の補助金等の予算措置などにより社会

保障が支えられていることを踏まえ、総合的な政策を構築していくことが求められる。 

○ 患者自身が納得して医療を受けられるよう、患者にとって身近で分かりやすい医療を実現していくとともに、国民

の制度に対する納得感を高めるため、政府において、診療報酬制度を分かりやすくするための取組を継続していく

こと、また、国民に対して医療制度に関する丁寧な説明を行い、理解を得ていくことが必要である。 

○ 予防・健康づくりやセルフケア等の推進、ヘルスリテラシーの向上が図られるよう、住民、医療提供者、保険者、

民間企業、行政等の全ての関係者が協力・連携して国民一人一人を支援するとともに、国はこうした取組に向けた

環境整備を行うことが必要である。 

○ 今後も、医療情報の活用や医療機関間における連携のための取組等を含む医療 DX を推進することにより、地域医

療連携の円滑化、個々の医療機関等の負担軽減を図り、将来にわたって安心・安全で質の高い医療サービスを実現

していく必要がある。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001177120.pdf
https://friendly-field.jp/

